
審 議 会 等 の 概 要

審議会等の名称 川崎市起債運営アドバイザリー・ミーティング

根 拠 法 令 等 川崎市起債運営アドバイザリー・ミーティング開催運営等要綱

設 置 年 月 日 令和４年４月１日

所 掌 事 務
川崎市の起債運営等の取組や課題に関し、実施機関の依頼に応

じ、意見を聴取すること。

委  員  数 １１名

委 員 の 構 成 学識経験者、金融機関

会議公開・非公開 議題内容による

非公開の理由

公開することにより公正かつ中立的な調査研究に著しい支障を

及ぼす場合又は特定の者に不当な利益をもたらす恐れがある場

合には非公開とすることができる。

事務局担当課

財政局財政部資金課

電   話 ０４４（２００）２１８２

ファックス ０４４（２００）３９０４


